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市第 119 号議案 

   横浜市三殿台考古館条例等の一部改正 

 横浜市三殿台考古館条例等の一部を改正する条例を次のように定

める。 

   平成26年11月28日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市三殿台考古館条例等の一部を改正する条例 

 （横浜市三殿台考古館条例の一部改正） 

第１条 横浜市三殿台考古館条例（昭和41年12月横浜市条例第54号

）の一部を次のように改正する。 

  第４条第５項中「第10条第１項に規定する横浜市三殿台考古館

指定管理者選定評価委員会」を「横浜市歴史博物館条例（平成６

年３月横浜市条例第８号）第15条第１項に規定する横浜市歴史博

物館等指定管理者選定評価委員会」に改める。 

  第10条を削り、第11条を第10条とする。 

第２条 横浜市三殿台考古館条例の一部を次のように改正する。 

  第４条の見出し中「指定等」の次に「及び管理の業務の評価」

を加え、同条第１項中「関する業務」の次に「並びに横浜市歴史

博物館条例（平成６年３月横浜市条例第８号）第５条第１項各号

、横浜都市発展記念館条例（平成14年９月横浜市条例第42号）第

４条第１項各号、横浜ユーラシア文化館条例（平成14年９月横浜

市条例第43号）第４条第１項各号及び横浜開港資料館条例（昭和

56年３月横浜市条例第16号）第４条第１項各号に掲げる業務」を

、「より、」の次に「一の」を加え、同条第２項を次のように改
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める。 

 ２ 前項に定めるもののほか、考古館の指定管理者の指定等及び

指定管理者による管理に関する業務に係る評価に関する事項は

、横浜市歴史博物館条例に定めるところによる。 

  第４条第３項から第５項までを削る。 

  第５条及び第６条を削り、第７条を第５条とし、第８条から第

10条までを２条ずつ繰り上げる。 

 （横浜市歴史博物館条例の一部改正） 

第３条 横浜市歴史博物館条例（平成６年３月横浜市条例第８号）

の一部を次のように改正する。 

  第４条を削り、第５条を第４条とする。 

  第６条第１項第２号中「第10条第１項」を「第９条第１項」に

改め、同条第５項中「第16条第１項に規定する横浜市歴史博物館

指定管理者選定評価委員会」を「第15条第１項に規定する横浜市

歴史博物館等指定管理者選定評価委員会」に改め、同条を第５条

とする。 

  第７条を第６条とする。 

  第８条中「第６条第１項各号」を「第５条第１項各号」に改め

、同条を第７条とする。 

  第９条を第８条とし、第10条を第９条とする。 

  第11条第２項中「第９条第１項」を「第８条第１項」に改め、

同条を第10条とする。 

  第12条を第11条とし、第13条を第12条とする。 

  第14条中「第９条第１項及び第10条第１項」を「第８条第１項

及び第９条第１項」に改め、同条第１号中「第９条第３項各号又
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は第10条第３項各号」を「第８条第３項各号又は第９条第３項各

号」に改め、同条を第13条とする。 

  第15条を第14条とする。 

  第16条の見出しを「（横浜市歴史博物館等指定管理者選定評価

委員会）」に改め、同条第１項を次のように改め、同条を第15条

とする。 

   次に掲げる指定管理者の候補者の選定、当該指定管理者によ

る博物館、横浜市三殿台考古館、横浜都市発展記念館、横浜ユ

ーラシア文化館及び横浜開港資料館（以下「博物館等」という

。）の管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横

浜市歴史博物館等指定管理者選定評価委員会を置く。 

  (1) 博物館等を個別に管理する指定管理者 

  (2) 博物館等を一括して管理する指定管理者 

  第17条を第16条とする。 

  別表第１及び別表第２中「（第11条第４項）」を「（第10条第

４項）」に改める。 

第４条 横浜市歴史博物館条例の一部を次のように改正する。 

  第１条中「資料（」の次に「第５条第２項を除き、」を加える

。 

  第５条第１項中「関する業務」の次に「並びに横浜市三殿台考

古館条例（昭和41年12月横浜市条例第54号）第４条第１項各号、

横浜都市発展記念館条例（平成14年９月横浜市条例第42号）第４

条第１項各号、横浜ユーラシア文化館条例（平成14年９月横浜市

条例第43号）第４条第１項各号及び横浜開港資料館条例（昭和56

年３月横浜市条例第16号）第４条第１項各号に掲げる業務（以下
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これらの業務を「管理業務」という。）」を、「より、」の次に

「一の」を加え、同条第２項中「もって」の次に「横浜の歴史等

に関する」を、「文化の」の次に「振興を図り、並びに市民のふ

るさと意識の醸成及び国際文化都市横浜の」を加え、「歴史」を

「歴史等」に改め、同条第４項中「博物館」の次に「、横浜市三

殿台考古館、横浜都市発展記念館、横浜ユーラシア文化館及び横

浜開港資料館」を加える。 

  第７条の見出し中「管理の業務」を「管理業務」に改め、同条

中「第５条第１項各号に掲げる博物館の管理に関する業務につい

て、」を「管理業務について」に改める。 

  第15条第１項を次のように改める。 

   指定管理者の候補者の選定、指定管理者による管理業務に係

る評価等について調査審議するため、横浜市歴史博物館等指定

管理者選定評価委員会を置く。 

 （横浜都市発展記念館条例の一部改正） 

第５条 横浜都市発展記念館条例（平成14年９月横浜市条例第42号

）の一部を次のように改正する。 

  第４条第５項中「第13条第１項に規定する横浜都市発展記念館

指定管理者選定評価委員会」を「横浜市歴史博物館条例（平成６

年３月横浜市条例第８号）第15条第１項に規定する横浜市歴史博

物館等指定管理者選定評価委員会」に改める。 

  第10条第４項中「第２項の」を削る。 

  第13条を削り、第14条を第13条とする。 

第６条 横浜都市発展記念館条例の一部を次のように改正する。 

  第４条の見出し中「指定等」の次に「及び管理の業務の評価」
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を加え、同条第１項中「関する業務」の次に「並びに横浜市三殿

台考古館条例（昭和41年12月横浜市条例第54号）第４条第１項各

号、横浜市歴史博物館条例（平成６年３月横浜市条例第８号）第

５条第１項各号、横浜ユーラシア文化館条例（平成14年９月横浜

市条例第43号）第４条第１項各号及び横浜開港資料館条例（昭和

56年３月横浜市条例第16号）第４条第１項各号に掲げる業務」を

、「より、」の次に「一の」を加え、同項第２号中「第７条第１

項」を「第５条第１項」に改め、同条第２項を次のように改める

。 

 ２ 前項に定めるもののほか、記念館の指定管理者の指定等及び

指定管理者による管理に関する業務に係る評価に関する事項は

、横浜市歴史博物館条例に定めるところによる。 

  第４条第３項から第５項までを削る。 

  第５条及び第６条を削り、第７条を第５条とし、第８条を第６

条とし、第９条を第７条とする。 

  第10条第２項中「第７条第１項」を「第５条第１項」に改め、

同条を第８条とする。 

  第11条を第９条とし、第12条を第10条とし、第13条を第11条と

する。 

  別表中「（第10条第３項）」を「（第８条第３項）」に改める

。 

 （横浜ユーラシア文化館条例の一部改正） 

第７条 横浜ユーラシア文化館条例（平成14年９月横浜市条例第43

号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第５項中「第13条第１項に規定する横浜ユーラシア文化
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館指定管理者選定評価委員会」を「横浜市歴史博物館条例（平成

６年３月横浜市条例第８号）第15条第１項に規定する横浜市歴史

博物館等指定管理者選定評価委員会」に改める。 

  第10条第４項中「第２項の」を削る。 

  第13条を削り、第14条を第13条とする。 

第８条 横浜ユーラシア文化館条例の一部を次のように改正する。 

  第４条の見出し中「指定等」の次に「及び管理の業務の評価」

を加え、同条第１項中「関する業務」の次に「並びに横浜市三殿

台考古館条例（昭和41年12月横浜市条例第54号）第４条第１項各

号、横浜市歴史博物館条例（平成６年３月横浜市条例第８号）第

５条第１項各号、横浜都市発展記念館条例（平成14年９月横浜市

条例第42号）第４条第１項各号及び横浜開港資料館条例（昭和56

年３月横浜市条例第16号）第４条第１項各号に掲げる業務」を、

「より、」の次に「一の」を加え、同項第２号中「第７条第１項

」を「第５条第１項」に改め、同条第２項を次のように改める。 

 ２ 前項に定めるもののほか、文化館の指定管理者の指定等及び

指定管理者による管理に関する業務に係る評価に関する事項は

、横浜市歴史博物館条例に定めるところによる。 

  第４条第３項から第５項までを削る。 

  第５条及び第６条を削り、第７条を第５条とし、第８条を第６

条とし、第９条を第７条とする。 

  第10条第２項中「第７条第１項」を「第５条第１項」に改め、

同条を第８条とする。 

  第11条を第９条とし、第12条を第10条とし、第13条を第11条と

する。 
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  別表中「（第10条第３項）」を「（第８条第３項）」に改める

。 

 （横浜開港資料館条例の一部改正） 

第９条 横浜開港資料館条例（昭和56年３月横浜市条例第16号）の

一部を次のように改正する。 

  第４条第５項中「第13条第１項に規定する横浜開港資料館指定

管理者選定評価委員会」を「横浜市歴史博物館条例（平成６年３

月横浜市条例第８号）第15条第１項に規定する横浜市歴史博物館

等指定管理者選定評価委員会」に改める。 

  第13条を削り、第14条を第13条とする。 

第10条 横浜開港資料館条例の一部を次のように改正する。 

  第４条の見出し中「指定等」の次に「及び管理の業務の評価」

を加え、同条第１項中「関する業務」の次に「並びに横浜市三殿

台考古館条例（昭和41年12月横浜市条例第54号）第４条第１項各

号、横浜市歴史博物館条例（平成６年３月横浜市条例第８号）第

５条第１項各号、横浜都市発展記念館条例（平成14年９月横浜市

条例第42号）第４条第１項各号及び横浜ユーラシア文化館条例（

平成14年９月横浜市条例第43号）第４条第１項各号に掲げる業務

」を、「より、」の次に「一の」を加え、同項第２号中「第７条

第１項」を「第５条第１項」に改め、同条第２項を次のように改

める。 

 ２ 前項に定めるもののほか、資料館の指定管理者の指定等及び

指定管理者による管理に関する業務に係る評価に関する事項は

、横浜市歴史博物館条例に定めるところによる。 

  第４条第３項から第５項までを削る。 
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  第５条及び第６条を削り、第７条を第５条とし、第８条を第６

条とする。 

  第９条第２項中「第７条第１項」を「第５条第１項」に改め、

同条を第７条とする。 

  第10条を第８条とし、第11条から第13条までを２条ずつ繰り上

げる。 

  別表中「（第９条第３項）」を「（第７条第３項）」に改める

。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。ただし、第１条

、第３条、第５条、第７条及び第９条の規定並びに次項及び附則

第３項の規定は、教育委員会規則で定める日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第４条の規定による改正後の横浜市歴史博物館条例の規定に基

づく横浜市歴史博物館、横浜市三殿台考古館、横浜都市発展記念

館、横浜ユーラシア文化館及び横浜開港資料館に係る指定管理者

の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行う

ことができる。 

 （経過措置） 

３ 附則第１項ただし書に規定する規定の施行の際現に第１条の規

定による改正前の横浜市三殿台考古館条例第４条第１項、第３条

の規定による改正前の横浜市歴史博物館条例第６条第１項、第５

条の規定による改正前の横浜都市発展記念館条例第４条第１項、

第７条の規定による改正前の横浜ユーラシア文化館条例第４条第
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１項及び第９条の規定による改正前の横浜開港資料館条例第４条

第１項の規定に基づき横浜市三殿台考古館、横浜市歴史博物館、

横浜都市発展記念館、横浜ユーラシア文化館及び横浜開港資料館

の管理に関する業務を行っている指定管理者については、第１条

の規定による改正後の横浜市三殿台考古館条例第６条、第３条の

規定による改正後の横浜市歴史博物館条例第７条、第５条の規定

による改正後の横浜都市発展記念館条例第６条、第７条の規定に

よる改正後の横浜ユーラシア文化館条例第６条及び第９条の規定

による改正後の横浜開港資料館条例第６条の規定は、その指定の

期間は、適用しない。 

 

提 案 理 由 

 横浜市三殿台考古館等について一の指定管理者に管理を行わせる

とともに、横浜市歴史博物館等指定管理者選定評価委員会を設置す

る等のため、横浜市三殿台考古館条例等の一部を改正したいので提

案する。 
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参  考   

   横 浜 市 三 殿 台 考 古 館 条 例 （ 抜 粋 ） 

上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

第 １ 条 関 係 

  （ 指 定 管 理 者 の 指 定 等 ） 

 第 ４ 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

 ５  委 員 会 は 、 指 定 管 理 者 の 候 補 者 を 選 定 し よ う と す る と き は 、 

                横 浜 市 歴 史 博 物 館 条 例 
特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 を 除 き 、 

第 10 条 第 １ 項 に 規 定 す 

（ 平 成 ６ 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ８ 号 ） 第 15 条 第 １ 項 に 規 定 す る 横 
る 横 浜 市 三 殿 台 考 古 館 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 

浜 市 歴 史 博 物 館 等 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 
                  （ 以 下 「 選 定 評 価 

 

  委 員 会 」 と い う 。） の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。 

                          
  （ 横 浜 市 三 殿 台 考 古 館 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 ） 

                               
 第 10 条  指 定 管 理 者 の 候 補 者 の 選 定 、 指 定 管 理 者 に よ る 考 古 館 の 

                               
管 理 の 業 務 に 係 る 評 価 等 に つ い て 調 査 審 議 す る た め 、 横 浜 市 三 

                      
殿 台 考 古 館 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 を 置 く 。 

                               
２  選 定 評 価 委 員 会 は 、 委 員 会 が 任 命 す る 委 員 10 人 以 内 を も っ て 

        
組 織 す る 。 

                               
３  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 選 定 評 価 委 員 会 の 組 織 及 び 運 営 に 

                    
関 し 必 要 な 事 項 は 、 委 員 会 が 定 め る 。 

（ 委 任 ） 

第 10 条 
   （ 本 文 省 略 ） 

第 11 条 

第 ２ 条 関 係 

            及 び 管 理 の 業 務 の 評 価 
（ 指 定 管 理 者 の 指 定 等           ） 

 

                      並 び に 横 浜 市 歴 史 
第 ４ 条  次 に 掲 げ る 考 古 館 の 管 理 に 関 す る 業 務 

 

博 物 館 条 例 （ 平 成 ６ 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ８ 号 ） 第 ５ 条 第 １ 項 各 
 



市第 119 号 

277 

 

 

 

号 、 横 浜 都 市 発 展 記 念 館 条 例 （ 平 成 14 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 42 号 
 

） 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 、 横 浜 ユ ー ラ シ ア 文 化 館 条 例 （ 平 成 14 年 ９ 
 

月 横 浜 市 条 例 第 43 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 及 び 横 浜 開 港 資 料 館 条 
 

例 （ 昭 和 56 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 16 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ 
 

る 業 務 
は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 244 条 の ２ 第 

 

一 の 
３ 項 の 規 定 に よ り 、   指 定 管 理 者 （ 同 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 
 

者 を い う 。 以 下 同 じ 。） に 行 わ せ る も の と す る 。 

（ 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 省 略 ） 

   前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 考 古 館 の 指 定 管 理 者 の 指 定 等 及 び 
２   

 指 定 管 理 者 は 、 横 浜 市 の 文 化 財 保 護 に 関 す る 施 策 の 方 針 を 理 

指 定 管 理 者 に よ る 管 理 に 関 す る 業 務 に 係 る 評 価 に 関 す る 事 項 は 
解 し 、 高 度 な 専 門 性 を も っ て 国 指 定 の 史 跡 の 保 存 及 び 資 料 の 調 

、 横 浜 市 歴 史 博 物 館 条 例 に 定 め る と こ ろ に よ る 。        
査 研 究 等 を 行 い 、 郷 土 文 化 の 向 上 並 び に 教 育 及 び 学 術 の 発 展 に 

                               
寄 与 す る た め 、 市 民 の 歴 史 に 関 す る 理 解 を 深 め る た め の 事 業 を 

                               
自 ら 企 画 し 、 及 び 実 施 し 、 並 び に 市 民 に よ る 歴 史 に 関 す る 理 解 

                               
を 深 め る た め の 活 動 に 対 す る 支 援 を 行 う も の で な け れ ば な ら な 

     
い 。 

                               
３  指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け よ う と す る も の は 、 事 業 計 画 書 そ の 

                              
他 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 書 類 を 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら 

    
な い 。 

                               
４  委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 書 類 を 審 査 し 、 か つ 

                              
、 実 績 等 を 考 慮 し て 、 考 古 館 の 設 置 の 目 的 を 最 も 効 果 的 に 達 成 

                             
す る こ と が で き る と 認 め た も の を 指 定 管 理 者 と し て 指 定 す る 。 

                              
５  委 員 会 は 、 指 定 管 理 者 の 候 補 者 を 選 定 し よ う と す る と き は 、 

                              
特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 を 除 き 、 横 浜 市 歴 史 博 物 館 条 例 

                             
（ 平 成 ６ 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ８ 号 ） 第 15 条 第 １ 項 に 規 定 す る 横 

                             
浜 市 歴 史 博 物 館 等 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 （ 以 下 「 選 定 評 価 
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委 員 会 」 と い う 。） の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。 

               
（ 指 定 管 理 者 の 指 定 等 の 公 告 ） 

                             
第 ５ 条  委 員 会 は 、 指 定 管 理 者 の 指 定 を し た と き 、 及 び そ の 指 定 

                              
を 取 り 消 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 公 告 し な け れ ば な ら 

    
な い 。 

           
（ 管 理 の 業 務 の 評 価 ） 

                              
第 ６ 条  指 定 管 理 者 は 、 委 員 会 が 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 

                              
を 除 き 、 そ の 指 定 の 期 間 に お い て 、 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 

                               
考 古 館 の 管 理 に 関 す る 業 務 に つ い て 、 選 定 評 価 委 員 会 の 評 価 を 

              
受 け な け れ ば な ら な い 。 

（ 入 館 の 制 限 等 ） 

第 ５ 条 
   （ 本 文 省 略 ） 

第 ７ 条 

（ 休 館 日 等 ） 

第 ６ 条 
   （ 本 文 省 略 ） 

第 ８ 条 

（ 寄 贈 ま た は 寄 託 ） 

第 ７ 条 
   （ 本 文 省 略 ） 

第 ９ 条 

（ 委 任 ） 

第 ８ 条 
   （ 本 文 省 略 ） 

第 10 条 

 

   横 浜 市 歴 史 博 物 館 条 例 （ 抜 粋 ） 

上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

第 ３ 条 関 係 

       
  （ 職 員 ） 

                   
第 ４ 条  博 物 館 に 、 所 要 の 職 員 を 置 く 。 

（ 開 館 時 間 等 ） 
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第 ４ 条 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 ５ 条 

 （ 指 定 管 理 者 の 指 定 等 ） 

第 ５ 条                   
  次 に 掲 げ る 博 物 館 の 管 理 に 関 す る 業 務 は 、 地 方 自 治 法 （ 

第 ６ 条 

昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 244 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、 指 定

管 理 者 （ 同 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者 を い う 。 以 下 同 じ 。） に 行

わ せ る も の と す る 。 

（ 第 １ 号 省 略 ） 

第 ９ 条 第 １ 項 
(2)  特 別 利 用 （       に 規 定 す る 特 別 利 用 を い う 。） の 

        第 10 条 第 １ 項 

許 可 等 に 関 す る こ と 。 

    （ 第 ３ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 及 び 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

 ５  教 育 委 員 会 は 、 指 定 管 理 者 の 候 補 者 を 選 定 し よ う と す る と き 

第 15 条 第 １ 項 に 規 
は 、 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 を 除 き 、 

                      第 16 条 第 １ 項 に 規 

定 す る 横 浜 市 歴 史 博 物 館 等 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 
                          （ 以 下 「 

定 す る 横 浜 市 歴 史 博 物 館 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 

選 定 評 価 委 員 会 」 と い う 。） の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。 

  （ 指 定 管 理 者 の 指 定 等 の 公 告 ） 

 第 ６ 条 
     （ 本 文 省 略 ） 
 第 ７ 条 

  （ 管 理 の 業 務 の 評 価 ） 

第 ７ 条 
    指 定 管 理 者 は 、 教 育 委 員 会 が 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 
第 ８ 条 

                    第 ５ 条 第 １ 項 各 号 
場 合 を 除 き 、 そ の 指 定 の 期 間 に お い て 、         に 掲 

                    第 ６ 条 第 １ 項 各 号 

げ る 博 物 館 の 管 理 に 関 す る 業 務 に つ い て 、 選 定 評 価 委 員 会 の 評 

価 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 

  （ 利 用 の 許 可 ） 

 第 ８ 条 
     （ 本 文 省 略 ） 
 第 ９ 条 

  （ 資 料 の 特 別 利 用 の 許 可 ） 

第 ９ 条 
     （ 本 文 省 略 ） 
 第 10 条 



市第 119 号 

280 

（ 利 用 料 金 ） 

 第 10 条 
（ 第 １ 項 省 略 ） 

 第 11 条  

                  第 ８ 条 第 １ 項 
 ２  講 堂 又 は 研 修 室 の 利 用 に つ い て 、       の 規 定 に よ り 
                  第 ９ 条 第 １ 項 

許 可 を 受 け た 者 は 、 指 定 管 理 者 に 対 し 、 利 用 料 金 を 支 払 わ な け

れ ば な ら な い 。 

    （ 第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

  （ 利 用 料 金 の 減 免 ） 

第 11 条 
     （ 本 文 省 略 ） 
 第 12 条 

  （ 利 用 料 金 の 不 返 還 ） 

 第 12 条 
     （ 本 文 省 略 ） 
 第 13 条 

  （ 許 可 の 取 消 し 等 ） 

 第 13 条         第 ８ 条 第 １ 項 及 び 第 ９ 条 第 １ 項 
     指 定 管 理 者 は 、               の 規 定 に 
 第 14 条         第 ９ 条 第 １ 項 及 び 第 10 条 第 １ 項 

よ り 許 可 を 受 け た 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 当 該 許

可 を 取 り 消 し 、 又 は 施 設 の 利 用 若 し く は 特 別 利 用 を 制 限 し 、 若

し く は 停 止 さ せ る こ と が で き る 。 

    第 ８ 条 第 ３ 項 各 号 又 は 第 ９ 条 第 ３ 項 各 号 
  (1)                    の い ず れ か に 該 当 
    第 ９ 条 第 ３ 項 各 号 又 は 第 10 条 第 ３ 項 各 号 

す る に 至 っ た と き 。 

 （ 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 省 略 ） 

  （ 入 館 の 制 限 ） 

 第 14 条 
     （ 本 文 省 略 ）  
 第 15 条 

  （ 横 浜 市 歴 史 博 物 館 等 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 ） 
  （ 横 浜 市 歴 史 博 物 館 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 ） 

 第 15 条  次 に 掲 げ る 指 定 管 理 者 の 候 補 者 の 選 定 、 当 該 指 定 管 理 者 
第 16 条  指 定 管 理 者 の 候 補 者 の 選 定 、 指 定 管 理 者 に よ る 博 物 館 の 

に よ る 博 物 館 、 横 浜 市 三 殿 台 考 古 館 、 横 浜 都 市 発 展 記 念 館 、 横 
管 理 の 業 務 に 係 る 評 価 等 に つ い て 調 査 審 議 す る た め 、 横 浜 市 歴 

浜 ユ ー ラ シ ア 文 化 館 及 び 横 浜 開 港 資 料 館 （ 以 下 「 博 物 館 等 」 と 
史 博 物 館 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 を 置 く 。 

い う 。） の 管 理 の 業 務 に 係 る 評 価 等 に つ い て 調 査 審 議 す る た め 
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、 横 浜 市 歴 史 博 物 館 等 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 を 置 く 。 
 

  (1)  博 物 館 等 を 個 別 に 管 理 す る 指 定 管 理 者 
 

  (2)  博 物 館 等 を 一 括 し て 管 理 す る 指 定 管 理 者 
 

（ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 

  （ 委 任 ） 

第 16 条 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 17 条 

     （ 第 10 条 第 ４ 項 ） 
別 表 第 １ 

     （ 第 11 条 第 ４ 項 ） 

    （ 表 及 び 備 考 省 略 ） 

     （ 第 10 条 第 ４ 項 ） 
別 表 第 ２ 

     （ 第 11 条 第 ４ 項 ） 

    （ 表 及 び 備 考 省 略 ） 

第 ４ 条 関 係 

（ 設 置 ） 

                            第 ５ 
 第 １ 条  開 港 期 ま で を 中 心 と す る 横 浜 の 歴 史 に 関 す る 資 料 （ 
 

  条 第 ２ 項 を 除 き 、 
以 下 「 資 料 」 と い う 。） を 収 集 し 、 保 管 し 、 

 

展 示 し 、 及 び 調 査 研 究 し て 市 民 の 利 用 に 供 す る と と も に 、 そ の

学 習 、 調 査 研 究 等 に 資 す る た め 必 要 な 事 業 を 行 う こ と に よ り 、

市 民 の 教 育 、 学 術 及 び 文 化 の 発 展 に 寄 与 す る た め 、 横 浜 市 歴 史

博 物 館 （ 以 下 「 博 物 館 」 と い う 。） を 横 浜 市 都 筑 区 に 設 置 す る

。 

  （ 指 定 管 理 者 の 指 定 等 ） 

                      並 び に 横 浜 市 三 殿 
 第 ５ 条  次 に 掲 げ る 博 物 館 の 管 理 に 関 す る 業 務 
 

台 考 古 館 条 例 （ 昭 和 41 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 54 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 
 

各 号 、 横 浜 都 市 発 展 記 念 館 条 例 （ 平 成 14 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 42  
 

号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 、 横 浜 ユ ー ラ シ ア 文 化 館 条 例 （ 平 成 14 年 
 

９ 月 横 浜 市 条 例 第 43 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 及 び 横 浜 開 港 資 料 館 
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条 例 （ 昭 和 56 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 16 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 
 

げ る 業 務 （ 以 下 こ れ ら の 業 務 を 「 管 理 業 務 」 と い う 。）  
は 、 地 
 

方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 244 条 の ２ 第 ３ 項 の 規 定 に 

一 の 
よ り 、    指 定 管 理 者 （ 同 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者 を い う 。 以 
 

下 同 じ 。） に 行 わ せ る も の と す る 。 

（ 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 省 略 ） 

 ２  指 定 管 理 者 は 、 横 浜 市 の 文 化 財 保 護 に 関 す る 施 策 の 方 針 を 理 

               横 浜 の 歴 史 等 に 関 す る 
解 し 、 高 度 な 専 門 性 を も っ て           資 料 の 調 査 

 

振 興 を 図 り 、 並 び 
研 究 等 を 行 い 、 市 民 の 教 育 、 学 術 及 び 文 化 の 

 

に 市 民 の ふ る さ と 意 識 の 醸 成 及 び 国 際 文 化 都 市 横 浜 の 
発 展 に 寄 

 

歴 史 等 
与 す る た め 、 市 民 の 横 浜 の    に 関 す る 学 習 、 調 査 研 究 等 の 

歴 史 

た め に 必 要 な 事 業 を 自 ら 企 画 し 、 及 び 実 施 し 、 並 び に 市 民 に よ 

      歴 史 等 
る 横 浜 の    に 関 す る 理 解 を 深 め る た め の 活 動 に 対 す る 支 援 

歴 史 

を 行 う も の で な け れ ば な ら な い 。 

（ 第 ３ 項 省 略 ） 

４  教 育 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 書 類 を 審 査 し 、 

、 横 浜 市 三 殿 台 考 古 館 、 横 浜 
か つ 、 実 績 等 を 考 慮 し て 、 博 物 館 
 

  都 市 発 展 記 念 館 、 横 浜 ユ ー ラ シ ア 文 化 館 及 び 横 浜 開 港 資 料 館 
                             の 

 

設 置 の 目 的 を 最 も 効 果 的 に 達 成 す る こ と が で き る と 認 め た も の   

を 指 定 管 理 者 と し て 指 定 す る 。 

（ 第 ５ 項 省 略 ） 

   管 理 業 務  
（      の 評 価 ） 

管 理 の 業 務 

第 ７ 条  指 定 管 理 者 は 、 教 育 委 員 会 が 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 

                   管 理 業 務 に つ い て   
場 合 を 除 き 、 そ の 指 定 の 期 間 に お い て 、         

第 ５ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 

                    
選 定 評 価 委 員 会 の 評 

げ る 博 物 館 の 管 理 に 関 す る 業 務 に つ い て 、 
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価 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 

（ 横 浜 市 歴 史 博 物 館 等 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 ）      

     指 定 管 理 者 の 候 補 者 の 選 定 、 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 業 務 
第 15 条 
    次 に 掲 げ る 指 定 管 理 者 の 候 補 者 の 選 定 、 当 該 指 定 管 理 者 

に 係 る 評 価 等 に つ い て 調 査 審 議 す る た め 、 横 浜 市 歴 史 博 物 館 等 
に よ る 博 物 館 、 横 浜 市 三 殿 台 考 古 館 、 横 浜 都 市 発 展 記 念 館 、 横 

指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 を 置 く 。             
浜 ユ ー ラ シ ア 文 化 館 及 び 横 浜 開 港 資 料 館 （ 以 下 「 博 物 館 等 」 と 

                            
い う 。） の 管 理 の 業 務 に 係 る 評 価 等 に つ い て 調 査 審 議 す る た め 

                          
、 横 浜 市 歴 史 博 物 館 等 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 を 置 く 。 

                    
(1)  博 物 館 等 を 個 別 に 管 理 す る 指 定 管 理 者 

                       
(2)  博 物 館 等 を 一 括 し て 管 理 す る 指 定 管 理 者 

（ 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 

 

   横 浜 都 市 発 展 記 念 館 条 例 （ 抜 粋 ） 

上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

第 ５ 条 関 係 

  （ 指 定 管 理 者 の 指 定 等 ） 

 第 ４ 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

５  教 育 委 員 会 は 、 指 定 管 理 者 の 候 補 者 を 選 定 し よ う と す る と き 

                      横 浜 市 歴 史 博 物 館 
は 、 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 を 除 き 、 

                      第 13 条 第 １ 項 に 規 

  条 例 （ 平 成 ６ 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ８ 号 ） 第 15 条 第 １ 項 に 規 定 す 
定 す る 横 浜 都 市 発 展 記 念 館 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 

  る 横 浜 市 歴 史 博 物 館 等 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 
                        （ 以 下 「 選 定 
 

評 価 委 員 会 」 と い う 。） の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。 

（ 利 用 料 金 ） 

第 10 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

        
 ４      利 用 料 金 は 、 前 納 と す る 。 た だ し 、 必 要 が あ る と 認 

第 ２ 項 の 

め ら れ る 場 合 又 は 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 指 定 管 理 者 
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は 、 後 納 と す る こ と が で き る 。 

                          
（ 横 浜 都 市 発 展 記 念 館 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 ） 

                              
第 13 条  指 定 管 理 者 の 候 補 者 の 選 定 、 指 定 管 理 者 に よ る 記 念 館 の 

                               
管 理 の 業 務 に 係 る 評 価 等 に つ い て 調 査 審 議 す る た め 、 横 浜 都 市 

                        
発 展 記 念 館 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 を 置 く 。 

                               
２  選 定 評 価 委 員 会 は 、 教 育 委 員 会 が 任 命 す る 委 員 10 人 以 内 を も 

          
っ て 組 織 す る 。 

                               
３  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 選 定 評 価 委 員 会 の 組 織 及 び 運 営 に 

                      
関 し 必 要 な 事 項 は 、 教 育 委 員 会 が 定 め る 。 

  （ 委 任 ） 

 第 13 条 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 14 条 

第 ６ 条 関 係 

            及 び 管 理 の 業 務 の 評 価 
（ 指 定 管 理 者 の 指 定 等           ） 

           

                      並 び に 横 浜 市 三 殿 
第 ４ 条  次 に 掲 げ る 記 念 館 の 管 理 に 関 す る 業 務 

 

台 考 古 館 条 例 （ 昭 和 41 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 54 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 
 

各 号 、 横 浜 市 歴 史 博 物 館 条 例 （ 平 成 ６ 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ８ 号 
 

） 第 ５ 条 第 １ 項 各 号 、 横 浜 ユ ー ラ シ ア 文 化 館 条 例 （ 平 成 14 年 ９ 
 

月 横 浜 市 条 例 第 43 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 及 び 横 浜 開 港 資 料 館 条 
 

例 （ 昭 和 56 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 16 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ 
 

る 業 務 
は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 244 条 の ２ 第 

 

一 の 
３ 項 の 規 定 に よ り 、   指 定 管 理 者 （ 同 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 
 

者 を い う 。 以 下 同 じ 。） に 行 わ せ る も の と す る 。 

（ 第 １ 号 省 略 ） 

           第 ５ 条 第 １ 項 
   (2)  資 料 の 撮 影 等 （       に 規 定 す る 資 料 の 撮 影 等 を い 
           第 ７ 条 第 １ 項 

う 。） の 許 可 等 に 関 す る こ と 。 
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 （ 第 ３ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 省 略 ） 

   前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 記 念 館 の 指 定 管 理 者 の 指 定 等 及 び 
２   

 指 定 管 理 者 は 、 横 浜 市 の 文 化 財 保 護 に 関 す る 施 策 の 方 針 を 理 

指 定 管 理 者 に よ る 管 理 に 関 す る 業 務 に 係 る 評 価 に 関 す る 事 項 は 
解 し 、 高 度 な 専 門 性 を も っ て 資 料 の 調 査 研 究 等 を 行 い 、 ふ る さ 

  、 横 浜 市 歴 史 博 物 館 条 例 に 定 め る と こ ろ に よ る 。        
と 意 識 の 醸 成 、 国 際 平 和 等 に 資 す る と と も に 、 市 民 の 学 習 、 学 

                               
術 及 び 文 化 の 発 展 に 寄 与 す る た め 、 市 民 の 横 浜 の 歴 史 等 に 関 す 

                               
る 学 習 、 調 査 等 の た め に 必 要 な 事 業 を 自 ら 企 画 し 、 及 び 実 施 し 

                               
、 並 び に 市 民 に よ る 横 浜 の 歴 史 等 に 関 す る 理 解 を 深 め る た め の 

                          
活 動 に 対 す る 支 援 を 行 う も の で な け れ ば な ら な い 。 

                               
３  指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け よ う と す る も の は 、 事 業 計 画 書 そ の 

                              
他 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 書 類 を 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば 

      
な ら な い 。 

                               
４  教 育 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 書 類 を 審 査 し 、 

                              
か つ 、 実 績 等 を 考 慮 し て 、 記 念 館 の 設 置 の 目 的 を 最 も 効 果 的 に 

                             
達 成 す る こ と が で き る と 認 め た も の を 指 定 管 理 者 と し て 指 定 す 

     
る 。 

                              
５  教 育 委 員 会 は 、 指 定 管 理 者 の 候 補 者 を 選 定 し よ う と す る と き 

                              
は 、 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 を 除 き 、 横 浜 市 歴 史 博 物 館 

                             
条 例 （ 平 成 ６ 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ８ 号 ） 第 15 条 第 １ 項 に 規 定 す 

                             
る 横 浜 市 歴 史 博 物 館 等 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 （ 以 下 「 選 定 

                           
評 価 委 員 会 」 と い う 。） の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。 

                 
（ 指 定 管 理 者 の 指 定 等 の 公 告 ） 

                             
第 ５ 条  教 育 委 員 会 は 、 指 定 管 理 者 の 指 定 を し た と き 、 及 び そ の 

                              
指 定 を 取 り 消 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 公 告 し な け れ ば 

      
な ら な い 。 

           
（ 管 理 の 業 務 の 評 価 ） 
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第 ６ 条  指 定 管 理 者 は 、 教 育 委 員 会 が 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 

                              
場 合 を 除 き 、 そ の 指 定 の 期 間 に お い て 、 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 

                               
げ る 記 念 館 の 管 理 に 関 す る 業 務 に つ い て 、 選 定 評 価 委 員 会 の 評 

                
価 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 

（ 資 料 の 撮 影 等 の 許 可 ） 

 第 ５ 条 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 ７ 条 

（ 許 可 の 取 消 し 等 ） 

 第 ６ 条 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 ８ 条 

（ 入 館 の 制 限 ） 

 第 ７ 条 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 ９ 条 

（ 利 用 料 金 ） 

 第 ８ 条 
     （ 第 １ 項 省 略 ） 

第 10 条 

第 ５ 条 第 １ 項 
 ２  資 料 の 撮 影 等 に つ い て 、       の 規 定 に よ り 許 可 を 受 

第 ７ 条 第 １ 項 

け た 者 は 、 指 定 管 理 者 に 対 し 、 利 用 料 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら 

な い 。 

（ 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 省 略 ） 

（ 利 用 料 金 の 減 免 ） 

 第 ９ 条 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 11 条 

（ 利 用 料 金 の 不 返 還 ） 

 第 10 条 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 12 条 

（ 委 任 ） 

 第 11 条 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 13 条 

  （ 第 ８ 条 第 ３ 項 ） 
別 表 
  （ 第 10 条 第 ３ 項 ） 

    （ 表 及 び 備 考 省 略 ） 
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   横 浜 ユ ー ラ シ ア 文 化 館 条 例 （ 抜 粋 ） 

上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

第 ７ 条 関 係 

（ 指 定 管 理 者 の 指 定 等 ） 

 第 ４ 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

 ５  教 育 委 員 会 は 、 指 定 管 理 者 の 候 補 者 を 選 定 し よ う と す る と き 

                      横 浜 市 歴 史 博 物 館 
は 、 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 を 除 き 、 

                      第 13 条 第 １ 項 に 規 

条 例 （ 平 成 ６ 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ８ 号 ） 第 15 条 第 １ 項 に 規 定 す 
定 す る 横 浜 ユ ー ラ シ ア 文 化 館 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 

る 横 浜 市 歴 史 博 物 館 等 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会           
                        （ 以 下 「 選 定 
 

評 価 委 員 会 」 と い う 。） の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。 

  （ 利 用 料 金 ） 

 第 10 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

        
４      利 用 料 金 は 、 前 納 と す る 。 た だ し 、 必 要 が あ る と 認 

第 ２ 項 の 

  め ら れ る 場 合 又 は 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 指 定 管 理 者 

  は 、 後 納 と す る こ と が で き る 。 

                           
（ 横 浜 ユ ー ラ シ ア 文 化 館 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 ） 

                              
第 13 条  指 定 管 理 者 の 候 補 者 の 選 定 、 指 定 管 理 者 に よ る 文 化 館 の 

                               
管 理 の 業 務 に 係 る 評 価 等 に つ い て 調 査 審 議 す る た め 、 横 浜 ユ ー 

                         
ラ シ ア 文 化 館 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 を 置 く 。 

                               
２  選 定 評 価 委 員 会 は 、 教 育 委 員 会 が 任 命 す る 委 員 10 人 以 内 を も 

          
っ て 組 織 す る 。 

                               
３  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 選 定 評 価 委 員 会 の 組 織 及 び 運 営 に 

                      
関 し 必 要 な 事 項 は 、 教 育 委 員 会 が 定 め る 。 

  （ 委 任 ） 

 第 13 条 
     （ 本 文 省 略 ） 
 第 14 条 
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第 ８ 条 関 係 

及 び 管 理 の 業 務 の 評 価 
（ 指 定 管 理 者 の 指 定 等           ） 

 

                      並 び に 横 浜 市 三 殿 
第 ４ 条  次 に 掲 げ る 文 化 館 の 管 理 に 関 す る 業 務 

 

台 考 古 館 条 例 （ 昭 和 41 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 54 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 
 

各 号 、 横 浜 市 歴 史 博 物 館 条 例 （ 平 成 ６ 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ８ 号 
 

） 第 ５ 条 第 １ 項 各 号 、 横 浜 都 市 発 展 記 念 館 条 例 （ 平 成 14 年 ９ 月 
 

横 浜 市 条 例 第 42 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 及 び 横 浜 開 港 資 料 館 条 例 
 

（ 昭 和 56 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 16 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 
 

業 務 
は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 244 条 の ２ 第 ３ 

 

一 の 
項 の 規 定 に よ り 、   指 定 管 理 者 （ 同 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者 
 

を い う 。 以 下 同 じ 。） に 行 わ せ る も の と す る 。 

（ 第 １ 号 省 略 ） 

           第 ５ 条 第 １ 項 
  (2)  資 料 の 撮 影 等 （       に 規 定 す る 資 料 の 撮 影 等 を い 
           第 ７ 条 第 １ 項 

   う 。） の 許 可 等 に 関 す る こ と 。 

    （ 第 ３ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 省 略 ） 

   前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 文 化 館 の 指 定 管 理 者 の 指 定 等 及 び 
２   

 指 定 管 理 者 は 、 横 浜 市 の 文 化 財 保 護 に 関 す る 施 策 の 方 針 を 理 

指 定 管 理 者 に よ る 管 理 に 関 す る 業 務 に 係 る 評 価 に 関 す る 事 項 は 
  解 し 、 高 度 な 専 門 性 を も っ て ユ ー ラ シ ア 諸 地 域 の 文 化 交 流 に つ 

  、 横 浜 市 歴 史 博 物 館 条 例 に 定 め る と こ ろ に よ る 。        
  い て の 調 査 研 究 等 を 行 い 、 国 際 文 化 都 市 横 浜 の 発 展 に 寄 与 す る 

                               
  た め 、 市 民 の ユ ー ラ シ ア 諸 地 域 の 文 化 に 関 す る 理 解 を 深 め る た 

                               
  め の 事 業 を 自 ら 企 画 し 、 及 び 実 施 し 、 並 び に 市 民 に よ る ユ ー ラ 

                               
  シ ア 諸 地 域 の 文 化 に 関 す る 理 解 を 深 め る た め の 活 動 に 対 す る 支 

                         
援 を 行 う も の で な け れ ば な ら な い 。 

                               
３  指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け よ う と す る も の は 、 事 業 計 画 書 そ の 

                              
他 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 書 類 を 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば 

      
な ら な い 。 
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４  教 育 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 書 類 を 審 査 し 、 

                              
か つ 、 実 績 等 を 考 慮 し て 、 文 化 館 の 設 置 の 目 的 を 最 も 効 果 的 に 

                             
達 成 す る こ と が で き る と 認 め た も の を 指 定 管 理 者 と し て 指 定 す 

     
る 。 

                              
５  教 育 委 員 会 は 、 指 定 管 理 者 の 候 補 者 を 選 定 し よ う と す る と き 

                              
は 、 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 を 除 き 、 横 浜 市 歴 史 博 物 館 

                             
条 例 （ 平 成 ６ 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ８ 号 ） 第 15 条 第 １ 項 に 規 定 す 

                             
る 横 浜 市 歴 史 博 物 館 等 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 （ 以 下 「 選 定 

                           
評 価 委 員 会 」 と い う 。） の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。 

                 
（ 指 定 管 理 者 の 指 定 等 の 公 告 ） 

                             
第 ５ 条  教 育 委 員 会 は 、 指 定 管 理 者 の 指 定 を し た と き 、 及 び そ の 

                              
指 定 を 取 り 消 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 公 告 し な け れ ば 

      
な ら な い 。 

           
（ 管 理 の 業 務 の 評 価 ） 

                              
第 ６ 条  指 定 管 理 者 は 、 教 育 委 員 会 が 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 

                              
場 合 を 除 き 、 そ の 指 定 の 期 間 に お い て 、 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 

                               
げ る 文 化 館 の 管 理 に 関 す る 業 務 に つ い て 、 選 定 評 価 委 員 会 の 評 

                
価 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 

（ 資 料 の 撮 影 等 の 許 可 ） 

 第 ５ 条 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 ７ 条 

（ 許 可 の 取 消 し 等 ） 

 第 ６ 条 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 ８ 条 

（ 入 館 の 制 限 ） 

 第 ７ 条 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 ９ 条 

（ 利 用 料 金 ） 
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 第 ８ 条 
     （ 第 １ 項 省 略 ） 

第 10 条 

第 ５ 条 第 １ 項 
 ２  資 料 の 撮 影 等 に つ い て 、       の 規 定 に よ り 許 可 を 受 

第 ７ 条 第 １ 項 

け た 者 は 、 指 定 管 理 者 に 対 し 、 利 用 料 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら 

な い 。 

（ 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 省 略 ） 

（ 利 用 料 金 の 減 免 ） 

 第 ９ 条 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 11 条 

（ 利 用 料 金 の 不 返 還 ） 

 第 10 条 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 12 条 

（ 委 任 ） 

 第 11 条 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 13 条 

  （ 第 ８ 条 第 ３ 項 ） 
別 表 
  （ 第 10 条 第 ３ 項 ） 

    （ 表 及 び 備 考 省 略 ） 

 

   横 浜 開 港 資 料 館 条 例 （ 抜 粋 ） 

上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

第 ９ 条 関 係 

（ 指 定 管 理 者 の 指 定 等 ） 

 第 ４ 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

５  教 育 委 員 会 は 、 指 定 管 理 者 の 候 補 者 を 選 定 し よ う と す る と き 

                      横 浜 市 歴 史 博 物 館 
は 、 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 を 除 き 、 

                      第 13 条 第 １ 項 に 規 

条 例 （ 平 成 ６ 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ８ 号 ） 第 15 条 第 １ 項 に 規 定 す 
定 す る 横 浜 開 港 資 料 館 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 

る 横 浜 市 歴 史 博 物 館 等 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 
                        （ 以 下 「 選 定 
 

評 価 委 員 会 」 と い う 。） の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。 

                        
（ 横 浜 開 港 資 料 館 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 ） 
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第 13 条  指 定 管 理 者 の 候 補 者 の 選 定 、 指 定 管 理 者 に よ る 資 料 館 の 

                               
管 理 の 業 務 に 係 る 評 価 等 に つ い て 調 査 審 議 す る た め 、 横 浜 開 港 

                               
資 料 館 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 を 置 く 。 

                               
２  選 定 評 価 委 員 会 は 、 教 育 委 員 会 が 任 命 す る 委 員 10 人 以 内 を も 

          
っ て 組 織 す る 。 

                               
３  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 選 定 評 価 委 員 会 の 組 織 及 び 運 営 に 

                      
関 し 必 要 な 事 項 は 、 教 育 委 員 会 が 定 め る 。 

  （ 委 任 ） 

 第 13 条 
     （ 本 文 省 略 ） 
 第 14 条 

第 10 条 関 係 

            及 び 管 理 の 業 務 の 評 価 
（ 指 定 管 理 者 の 指 定 等           ） 

 

                      並 び に 横 浜 市 三 殿 
第 ４ 条  次 に 掲 げ る 資 料 館 の 管 理 に 関 す る 業 務 

 

台 考 古 館 条 例 （ 昭 和 41 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 54 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 
 

各 号 、 横 浜 市 歴 史 博 物 館 条 例 （ 平 成 ６ 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ８ 号 
 

） 第 ５ 条 第 １ 項 各 号 、 横 浜 都 市 発 展 記 念 館 条 例 （ 平 成 14 年 ９ 月 
 

横 浜 市 条 例 第 42 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 及 び 横 浜 ユ ー ラ シ ア 文 化 
 

館 条 例 （ 平 成 14 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 43 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 に 
 

掲 げ る 業 務 
は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 244 条 の 

 

一 の 
２ 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 、   指 定 管 理 者 （ 同 項 に 規 定 す る 指 定 

 

管 理 者 を い う 。 以 下 同 じ 。） に 行 わ せ る も の と す る 。 

（ 第 １ 号 省 略 ） 

第 ５ 条 第 １ 項 
(2)  複 製 資 料 の 利 用 等 （       に 規 定 す る 複 製 資 料 の 利 

         第 ７ 条 第 １ 項 

用 等 を い う 。） の 許 可 等 に 関 す る こ と 。 

（ 第 ３ 号 か ら 第 ５ 号 ま で 省 略 ） 

   前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 資 料 館 の 指 定 管 理 者 の 指 定 等 及 び 
２   

 指 定 管 理 者 は 、 横 浜 市 の 文 化 財 保 護 に 関 す る 施 策 の 方 針 を 理 
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指 定 管 理 者 に よ る 管 理 に 関 す る 業 務 に 係 る 評 価 に 関 す る 事 項 は 
  解 し 、 高 度 な 専 門 性 を も っ て 資 料 の 調 査 研 究 等 を 行 い 、 市 民 文 

  、 横 浜 市 歴 史 博 物 館 条 例 に 定 め る と こ ろ に よ る 。        
  化 の 向 上 に 寄 与 す る た め 、 市 民 の 横 浜 の 歴 史 に 関 す る 理 解 を 深 

                               
め る た め の 事 業 を 自 ら 企 画 し 、 及 び 実 施 し 、 並 び に 市 民 に よ る 

                               
横 浜 の 歴 史 に 関 す る 理 解 を 深 め る た め の 活 動 に 対 す る 支 援 を 行 

                               
う も の で な け れ ば な ら な い 。 

                               
３  指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け よ う と す る も の は 、 事 業 計 画 書 そ の 

                              
他 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 書 類 を 教 育 委 員 会 に 提 出 し な け れ ば 

      
な ら な い 。 

                               
４  教 育 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 書 類 を 審 査 し 、 

                              
か つ 、 実 績 等 を 考 慮 し て 、 資 料 館 の 設 置 の 目 的 を 最 も 効 果 的 に 

                             
達 成 す る こ と が で き る と 認 め た も の を 指 定 管 理 者 と し て 指 定 す 

     
る 。 

                              
５  教 育 委 員 会 は 、 指 定 管 理 者 の 候 補 者 を 選 定 し よ う と す る と き 

                              
は 、 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 を 除 き 、 横 浜 市 歴 史 博 物 館 

                             
条 例 （ 平 成 ６ 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ８ 号 ） 第 15 条 第 １ 項 に 規 定 す 

                             
る 横 浜 市 歴 史 博 物 館 等 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 （ 以 下 「 選 定 

                           
評 価 委 員 会 」 と い う 。） の 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。 

                 
（ 指 定 管 理 者 の 指 定 等 の 公 告 ） 

                             
第 ５ 条  教 育 委 員 会 は 、 指 定 管 理 者 の 指 定 を し た と き 、 及 び そ の 

                              
指 定 を 取 り 消 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 公 告 し な け れ ば 

      
な ら な い 。 

           
（ 管 理 の 業 務 の 評 価 ） 

                              
第 ６ 条  指 定 管 理 者 は 、 教 育 委 員 会 が 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 

                              
場 合 を 除 き 、 そ の 指 定 の 期 間 に お い て 、 第 ４ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 

                               
げ る 資 料 館 の 管 理 に 関 す る 業 務 に つ い て 、 選 定 評 価 委 員 会 の 評 
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価 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 

（ 複 製 資 料 の 利 用 等 の 許 可 ） 

 第 ５ 条 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 ７ 条 

（ 許 可 の 取 消 し 等 ） 

 第 ６ 条 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 ８ 条 

（ 利 用 料 金 ） 

 第 ７ 条 
     （ 第 １ 項 省 略 ） 

第 ９ 条 

第 ５ 条 第 １ 項 
 ２  複 製 資 料 の 利 用 等 に つ い て 、       の 規 定 に よ り 許 可 

第 ７ 条 第 １ 項 

を 受 け た 者 は 、 指 定 管 理 者 に 対 し 、 利 用 料 金 を 支 払 わ な け れ ば

な ら な い 。 

（ 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 省 略 ） 

（ 利 用 料 金 の 減 免 ） 

 第 ８ 条 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 10 条 

（ 利 用 料 金 の 不 返 還 ） 

 第 ９ 条 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 11 条 

（ 利 用 の 制 限 ） 

 第 10 条 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 12 条 

（ 委 任 ） 

 第 11 条 
     （ 本 文 省 略 ） 

第 13 条 

  （ 第 ７ 条 第 ３ 項 ） 
別 表 
  （ 第 ９ 条 第 ３ 項 ） 

    （ 表 及 び 備 考 省 略 ） 

 


